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Ṋⶶ㔝㡢ᴦ大学大学院学則

第㸯章 ⥲ ๎

（目 的）

第㸯条 Ṋⶶ㔝㡢ᴦ大学（以ୗࠕ本学ࠖという。）大学院は、本学の教育方針であるࠕ㡢ᴦ

ⱁ⾡の研㛑ࠖとࠕ人間ᙧᡂࠖに基づき、学⾡の理ㄽ及び応⏝を教授研究し、その῝ዟを

究め、ᩥⱁ⾡の㐍ᒎにᐤすることを目的とする。

（ᡤ 在）

第２条 本学大学院は、ᮾி㒔⦎㤿༊⩚ἑ㸯目13␒㸯号にこれをタ置する。

（研究科及び課程）

第３条 本学大学院に㡢ᴦ研究科を置き、これを博士課程とする。

２ 前項の博士課程は、前期２年の博士前期課程（修士課程、以ୗࠕ修士課程ࠖという。）

及び後期３年の博士後期課程に༊分する。

（各課程の目的）

第４条 修士課程は、学士課程の教育ᡂᯝの上に❧ࡕ、㡢ᴦⱁ⾡についての῝い学㆑とᢏ

⾡を授け、㡢ᴦᐙ又は㡢ᴦ研究者として必要な㧗ᗘの⬟ຊをഛえた人ᮦの育ᡂを目的と

する。

２ 博士後期課程は、㡢ᴦⱁ⾡の分㔝についてᗈいど㔝に❧ࡕ、その理ㄽ及びᢏ⾡をさら

に῝く教授研究し、その῝ዟを究め、⮬❧してⱁ⾡άື又は研究άືを行うに必要な⬟

ຊをഛえた㡢ᴦᐙ又は㡢ᴦ研究者を㣴ᡂすることを目的とする。

３ 修士課程の各ᑓᨷの目的は、別表第Ϫにこれを定める。

（⮬ᕫⅬ᳨ホ౯）

第５条 本学大学院の目的を㐩ᡂするために、本学大学院における教育研究άື等の≧ἣ

について⮬らⅬ᳨及びホ౯を行うものとする。

２ 前項のⅬ᳨及びホ౯にあたって必要な事項については、別にこれを定める。
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第㸰章 ⤌⧊ཬࡧධᏛᐃ員➼

（ᑓᨷ及び入学定員等）

第㸴条 㡢ᴦ研究科の各課程に次のᑓᨷを置き、その入学定員及びᐜ定員は次のとおり

とする。

課 程 ᑓ ᨷ 入学定員 (人) ᐜ定員 (人)

ჾ ᴦ ᑓᨷ 29 58

ኌ ᴦ ᑓᨷ 20 40

修 士 課 程
స ᭤ ᑓᨷ 2 4

㡢 ᴦ 学 ᑓᨷ 4 8

㡢ᴦ教育 ᑓᨷ 10 20

ィ 65 130

博士後期課程
㡢 ᴦ ᑓᨷ 10 30

ィ 10 30

２ 前項の博士後期課程は、次の研究㡿ᇦにこれを༊分する。

(1) ჾᴦ

(2) ኌᴦ

(3) స᭤

(4) 㡢ᴦ学

(5) 㡢ᴦ教育

（ᶆ‽修業年限）

第㸵条 修士課程の修業年限は２年とし、４年を超えて在学することはできない。

２ 博士後期課程の修業年限は３年とし、５年を超えて在学することはできない。

第㸱章 Ꮫᖺཬࡧᤵᴗ科┠

（学年及び学期）

第㸶条 学年は、４᭶㸯᪥にጞࡲり、⩣年３᭶31᪥に⤊ࢃる。

２ 学期は学年を前期と後期の２期に分け、期間については、当該年ᗘの学事ᬺにおいて

定める。

（授業科目及び༢ᩘ）

第㸷条 各課程の授業科目及び༢ᩘは、別表第Ϩにこれを定める。

（ᒚ修の方ἲ、学修のホ౯及び修得༢ᩘの認定）

第10条 ᒚ修の方ἲ、ᡂ⦼ホ౯及び修得༢の認定については、別にこれを定める。

（授業のᙧែ）

第10条の 2 授業は、ㅮ⩏、₇⩦、ᐇ㦂、ᐇ⩦、ⱝしくはᐇᢏのいࡎれかにより又はこれ

らのే⏝により行うものとする。
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２ 前項の授業を、ከᵝな࣓ࢹを㧗ᗘに⏝して、当該授業を行う教ᐊ等以እの場ᡤ

でᒚ修さࡏることがある。

（修士課程における入学前の᪤修得༢の認定）

第11条 修士課程にあっては、研究科委員会において教育上᭷┈と認めるときは、学生が

本学大学院に入学する前に大学院等において修得した༢を、本学大学院における授業

科目として修得したものとࡳなすことができる。

２ 前項により修得したものとࡳなすことができる༢ᩘは、15༢を超えないものとする。

第㸲章 ㄢ⛬ಟࡢせ௳➼

（修士課程の修要௳）

第12条 修士課程の修の要௳は、当該課程に２年以上在学し、ᡤ定の30༢以上を修得

し、かつ、必要な研究ᣦᑟを受けた上、修士の学ㄽᩥ等のᑂᰝ及びヨ㦂に合᱁するこ

ととする。

２ 修士の学ㄽᩥ等のᑂᰝ及びヨ㦂の⣽目については、研究科つ則にこれを定める。

（博士後期課程の修要௳）

第13条 博士後期課程の修の要௳は、当該課程に３年以上在学し、ᡤ定の10༢以上を

修得し、かつ、必要な研究ᣦᑟを受けた上、博士の学ㄽᩥ等のᑂᰝ及びヨ㦂に合᱁す

ることとする。ただし、ඃれた業⦼を上ࡆたと研究科委員会が認めた者について、当該

課程に㸯年以上在学すれば㊊りるものとする。

２ 博士の学ㄽᩥ等のᑂᰝ及びヨ㦂の⣽目については、研究科つ則にこれを定める。

（課程修の認定）

第14条 修士課程及び博士後期課程の修認定は、研究科委員会の意見を聴取し、学長が

これを行う。

第㸳章 Ꮫ  ➼

（学の授）

第15条 修士課程を修した者に対し、修士の学を授する。

２ 博士後期課程を修した者に対し、博士の学を授する。

（学の種類等）

第16条 本学大学院において授する学の種類及びこれに付記するᑓᨷ分㔝のྡ⛠は、

次のとおりとする。

(1) 修士課程のჾᴦᑓᨷ、ኌᴦᑓᨷ、స᭤ᑓᨷ又は㡢ᴦ教育ᑓᨷを修した者にあって

は、修士(㡢ᴦ)とする。

(2) 修士課程の㡢ᴦ学ᑓᨷを修した者にあっては、修士(㡢ᴦ学)とする。

(3) 博士後期課程の㡢ᴦᑓᨷにおいて、研究㡿ᇦをჾᴦ、ኌᴦ、స᭤又は㡢ᴦ教育とし

て修した者にあっては、博士(㡢ᴦ)とする。

(4) 博士後期課程の㡢ᴦᑓᨷにおいて、研究㡿ᇦを㡢ᴦ学として修した者にあっては、
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第㸰章 ⤌⧊ཬࡧධᏛᐃ員➼
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博士(㡢ᴦ学)とする。

２ 本条及び前条に定めるもののか、学の授に㛵しては、本学学つ則にこれを定

める。

（教育⫋員ච許≧）

第17条 本学大学院においては、教育⫋員ච許ἲ(24年ἲᚊ第147号)及びྠἲ行つ則

(29年ᩥ㒊┬௧第26号)に定める要௳を㊊した場合、中学ᰯ教ㅍᑓ修ච許≧(㡢ᴦ)

及び㧗等学ᰯ教ㅍᑓ修ච許≧(㡢ᴦ)の各教育⫋員ච許≧を取得することができる。

第㸴章 ධᏛࠊᏛ⡠ࠊື␗ࡢ㈹⨩➼

（修士課程の入学㈨᱁）

第18条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当した者でなければな

らない。

(1) 学ᰯ教育ἲ(22年ἲᚊ第26号)第83条に定める大学を༞業した者

(2) 学ᰯ教育ἲ第104条第㸵項のつ定により学士の学を授された者

(3) እᅜにおいて、学ᰯ教育における16年の課程を修した者

(4) ᩥ㒊科学大⮧のᣦ定した者

(5) 研究科委員会において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、大学を༞業した者とྠ等以上

の学ຊがあると認められた者で、22ṓに㐩した者

（博士後期課程の入学㈨᱁）

第19条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当した者でなけれ

ばならない。

(1) 修士の学を᭷する者

(2) እᅜにおいて修士の学に相当する学を授された者

(3) ᩥ㒊科学大⮧のᣦ定した者

(4) 研究科委員会において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、修士の学を᭷する者とྠ等

以上の学ຊがあると認められた者で、24ṓに㐩した者

（入学の許可及び入学の時期）

第20条 入学ヨ㦂に合᱁し、ᡤ定の入学手続をした者に対して、入学を許可するもの

とする。

２ 入学の時期は、学年のጞめとする。

（休 学）

第21条 病気又はその他の事由でᘬき続き２ࣨ᭶以上修学できない者が休学しようとする

場合は、その事由を記して連帯保証人連署で休学願をᥦ出し、学長の許可を得なければ

ならない。

２ 休学の期間は、修士課程及び博士後期課程いࡎれにあっても、それࡒれ㏻⟬して３年

を超えることができない。

３ 休学期間は、在学期間にこれを⟬入しない。
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（復 学）

第22条 休学の事由が止んだときは、休学許可期間中でも願い出て、その許可を得て復学

することができる。

（退 学）

第23条 病気その他の事由で退学しようとする場合は、その事由を記して連帯保証人連署

の上願い出て、学長の許可を受けなければならない。

（再 入 学）

第24条 願によって退学した者、又はやむを得ない事由によって除籍された者が、再入学

を願い出た場合は、退学又は除籍の時から２年以内の者に限り、選考の上相当年次に再

入学を許可することがある。

（表 彰）

第25条 学生として表彰に値する行為があった者は、これを表彰することがある。

（除 籍）

第26条 次の各号の一に該当する者は、これを除籍する。

(1) 修士課程にあっては、在学期間が４年を超えた者

(2) 博士後期課程にあっては、在学期間が５年を超えた者

(3) 第21条第２項に定める休学期間を超えてもなお復学しない者

(4) 督促を受けてもなお授業料等の納付金を納入しない者

(5) 死亡又は行方不明の者

（懲 戒）

第27条 学長は、学生が本学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為を行った場

合、これを懲戒する。

２ 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(3) 本学大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

４ 懲戒の手続については、別にこれを定める。

（裁 定）

第28条 退学（懲戒による退学を除く）、再入学、除籍及び表彰は、必要に応じ研究科委員

会の意見を聴取し、学長がこれを行う。

第７章 研究科委員会

（研究科委員会の目的等）

第29条 本学大学院の教育方針に基づき、教育研究上の必要な事項について学長が決定を

行うにあたり意見を求めるため、研究科委員会を置く。

− 4 −

Book 【 P00 】 A4版 〈大学院 2023〉.indd   4 2023/03/12   13:16:07



- 4 -

博士(㡢ᴦ学)とする。

２ 本条及び前条に定めるもののか、学の授に㛵しては、本学学つ則にこれを定

める。

（教育⫋員ච許≧）

第17条 本学大学院においては、教育⫋員ච許ἲ(24年ἲᚊ第147号)及びྠἲ行つ則

(29年ᩥ㒊┬௧第26号)に定める要௳を㊊した場合、中学ᰯ教ㅍᑓ修ච許≧(㡢ᴦ)

及び㧗等学ᰯ教ㅍᑓ修ච許≧(㡢ᴦ)の各教育⫋員ච許≧を取得することができる。

第㸴章 ධᏛࠊᏛ⡠ࠊື␗ࡢ㈹⨩➼

（修士課程の入学㈨᱁）

第18条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当した者でなければな

らない。

(1) 学ᰯ教育ἲ(22年ἲᚊ第26号)第83条に定める大学を༞業した者

(2) 学ᰯ教育ἲ第104条第㸵項のつ定により学士の学を授された者

(3) እᅜにおいて、学ᰯ教育における16年の課程を修した者

(4) ᩥ㒊科学大⮧のᣦ定した者

(5) 研究科委員会において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、大学を༞業した者とྠ等以上

の学ຊがあると認められた者で、22ṓに㐩した者

（博士後期課程の入学㈨᱁）

第19条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当した者でなけれ

ばならない。

(1) 修士の学を᭷する者

(2) እᅜにおいて修士の学に相当する学を授された者

(3) ᩥ㒊科学大⮧のᣦ定した者

(4) 研究科委員会において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、修士の学を᭷する者とྠ等

以上の学ຊがあると認められた者で、24ṓに㐩した者

（入学の許可及び入学の時期）

第20条 入学ヨ㦂に合᱁し、ᡤ定の入学手続をした者に対して、入学を許可するもの

とする。

２ 入学の時期は、学年のጞめとする。

（休 学）

第21条 病気又はその他の事由でᘬき続き２ࣨ᭶以上修学できない者が休学しようとする

場合は、その事由を記して連帯保証人連署で休学願をᥦ出し、学長の許可を得なければ

ならない。

２ 休学の期間は、修士課程及び博士後期課程いࡎれにあっても、それࡒれ㏻⟬して３年

を超えることができない。

３ 休学期間は、在学期間にこれを⟬入しない。
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（復 学）

第22条 休学の事由が止んだときは、休学許可期間中でも願い出て、その許可を得て復学

することができる。

（退 学）

第23条 病気その他の事由で退学しようとする場合は、その事由を記して連帯保証人連署

の上願い出て、学長の許可を受けなければならない。

（再 入 学）

第24条 願によって退学した者、又はやむを得ない事由によって除籍された者が、再入学

を願い出た場合は、退学又は除籍の時から２年以内の者に限り、選考の上相当年次に再

入学を許可することがある。

（表 彰）

第25条 学生として表彰に値する行為があった者は、これを表彰することがある。

（除 籍）

第26条 次の各号の一に該当する者は、これを除籍する。

(1) 修士課程にあっては、在学期間が４年を超えた者

(2) 博士後期課程にあっては、在学期間が５年を超えた者

(3) 第21条第２項に定める休学期間を超えてもなお復学しない者

(4) 督促を受けてもなお授業料等の納付金を納入しない者

(5) 死亡又は行方不明の者

（懲 戒）

第27条 学長は、学生が本学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為を行った場

合、これを懲戒する。

２ 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(3) 本学大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

４ 懲戒の手続については、別にこれを定める。

（裁 定）

第28条 退学（懲戒による退学を除く）、再入学、除籍及び表彰は、必要に応じ研究科委員

会の意見を聴取し、学長がこれを行う。

第７章 研究科委員会

（研究科委員会の目的等）

第29条 本学大学院の教育方針に基づき、教育研究上の必要な事項について学長が決定を

行うにあたり意見を求めるため、研究科委員会を置く。
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２ 研究科委員会については、別にこれを定める。

第㸶章 Ꮫ ㈝ ➼

（学㈝及びその他の㈝⏝）

第30条 入学᳨定料、入学金、授業料及びタ㈝等は別表第ϩにこれを定める。

２ 休学等の者の授業料及びタ㈝の納付については、⣽則にこれを定める。

第㸷章 ᮏᏛᏛ๎ࡢ‽⏝

（本学学則の‽⏝）

第31条 本学則に定めのない事項に㛵しては、本学学則を‽⏝する。

第10章 ࡑ ࡢ 

（学 則 の ኚ ᭦）

第32条 本学則のኚ᭦は、理事会の㆟を⤒て理事長が行う。

- 7 -

附 則 本規則は和44年４月１日から施行する。

୰ ␎

附 則 本規則は和60年４月１日から施行する。本規則施行の㝿、現に在学する学生については第
㸵条、第22条及び第41条の規定にかかわらずなお従前の例による。(学生定員のቑຍ、納付
金の改訂)

୰ ␎

附 則 本規則は平成９年４月１日から施行する。ただし、第16条第２ྕについては平成８年度入学
者から適用し、第22条及び第41条については本規則施行の㝿現に在学する学生について、な
お従前の例による。(学位の名称変更(音楽学専攻)、納付金の改訂)

୰ ␎

附 則 本規則は平成13年４月１日から施行する。ただし、本規則施行の㝿、現に在学する学生につ

いては第８条、第10条、第22条及び第41条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(別
表第Ⅰ大学院授業科目・単位表の一部改訂及び納付金の改訂)

附 則 本規則は平成14年４月１日から施行する。ただし、本規則施行の㝿、現に在学する学生につ
いては第22条及び第41条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(納付金の改訂)

附 則 本学則は平成15年４月１日から施行する。ただし、本学則施行の㝿、現に在学する学生につ
いては第１条、第㸵条、第22条、第34条、第41条及び第44条の規定にかかわらず、なお従前
の例による。(規定の名称の変更(大学院規則から大学院学則)、⮬ᕫⅬ᳨ホ౯の位⨨࡙け、

学生定員のቑຍ、納付金の改訂)

附 則 本学則は平成16年４月１日から施行する。(博士後期課程設⨨にక࠺改訂)

附 則 本学則は平成17年４月１日から施行する。ただし、本学則施行の㝿、現に在学する学生につ
いては第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(納付金の改訂)

附 則 本学則は平成18年４月１日から施行する。ただし、本学則施行の㝿、現に在学する学生につ
いては第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(納付金の改訂)

附 則 本学則は平成19年４月１日から施行する。ただし、第30条の２については本学則施行の㝿、
現に在学する学生について適用する。ࡲた、第34条については本学則施行の㝿、現に在学す
る学生については、なお従前の例による。(ᩍ員組織、納付金の改訂)

附 則 本学則は平成20年４月１日から施行する。ただし、本学則施行の㝿、別表第Ⅰ音楽研究科(修
士課程)授業科目・単位表のࡕ࠺音楽学専攻について、現に在学する学生について適用する。
た、第34条については本学則施行の㝿、現に在学する学生については、なお従前の例によࡲ

る。(納付金の改訂)

附 則 本学則は平成21年４月１日から施行し、平成21年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第18条、第34条の規定にかかわらず、従前の例による。
(修士課程の入学資格、納付金の改訂)

附 則 本学則は平成22年４月１日から施行し、平成22年度の入学生から適用する。なお、本学則施
行の㝿、別表第Ⅰ音楽研究科(修士課程)授業科目・単位表のࡕ࠺音楽学専攻の専攻ᐇᢏに
ついては、現に在学する学生についても適用する。

(別表第Ⅰ音楽研究科(修士課程)授業科目・単位表、納付金の改訂)

附 則 本学則は平成23年４月１日から施行し、平成23年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第34条の規定にかかわらず、従前の例による。

(別表第Ⅱ大学院納付金の改訂）
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附 則 本学則は平成19年４月１日から施行する。ただし、第30条の２については本学則施行の㝿、
現に在学する学生について適用する。ࡲた、第34条については本学則施行の㝿、現に在学す
る学生については、なお従前の例による。(ᩍ員組織、納付金の改訂)

附 則 本学則は平成20年４月１日から施行する。ただし、本学則施行の㝿、別表第Ⅰ音楽研究科(修
士課程)授業科目・単位表のࡕ࠺音楽学専攻について、現に在学する学生について適用する。
た、第34条については本学則施行の㝿、現に在学する学生については、なお従前の例によࡲ

る。(納付金の改訂)
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なお、現に在学する学生については、第18条、第34条の規定にかかわらず、従前の例による。
(修士課程の入学資格、納付金の改訂)

附 則 本学則は平成22年４月１日から施行し、平成22年度の入学生から適用する。なお、本学則施
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附 則 本学則は平成24年４月１日から施行し、平成24年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第34条の規定にかかわらず、従前の例による。
（別表第Ⅱ大学院納付金の改訂）

附 則 本学則は平成25年度から施行し、平成25年度の入学者から適用する。

附 則 本学則は平成26年４月１日から施行し、平成26年度の入学者から適用する。

附 則 本学則は平成27年４月１日から施行する。（課程修了の認定、懲戒、裁定、研究科委員会の

目的、組織、研究科委員会の招集､議長、研究科委員会の審議事項等、研究科委員会の成立
に係る改訂）

附 則 本学則は平成29年４月１日から施行し、平成29年度の入学者から適用する。
なお、ヴィルトゥオーゾコースの名称は現に在学する学生にも適用する。(学年及び学期、
コースの名称の変更(ヴィルトゥオーソコースからヴィルトゥオーゾコース)、別表第Ⅰの一
部改訂)

附 則 本学則は平成30年４月１日から施行し、平成30年度の入学者から適用する。
なお、第８条、及び別表第Ⅰ音楽研究科(修士課程)授業科目・単位表における授業科目名称

の表記については、現に在学する学生にも適用する。
(学年及び学期、別表第Ⅰの一部改訂)

附 則 本学則は平成31年４月１日から施行し、平成31年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第６条第１項、第34条の規定にかかわらず、従前の例
による。(入学定員等、納付金の改訂)

附 則 本学則は令和２年４月１日から施行し、令和２年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第21条、第23条、第34条の規定にかかわらず、従前の
例による。ただし、別表第Ⅰ音楽研究科(博士後期課程)授業科目・単位表については現に在

学する学生についても適用する。
(連帯保証人、別表第Ⅰ音楽研究科(博士後期課程)授業科目・単位表、納付金の改訂)

附 則 本学則は令和３年４月１日から施行する。
なお、現に在学する学生については、第９条(別表第Ⅰ)、第11条の規定にかかわらず、従前
の例による。

(文言整理、授業の形態の新設、修士課程における入学前の既修得単位の認定、別表第Ⅰ音
楽研究科(修士課程)授業科目・単位表の改訂)

附 則 本学則は令和４年４月１日から施行し、令和４年度の入学生から適用する。
(規則名称の変更、研究科委員会に係る条文を別に定めたことによる条の繰り上げ、学則の
変更の新設)

附 則 本学則は令和５年４月１日から施行し、令和５年度の入学生から適用する。
(各課程の目的、修士課程の入学資格、別表第Ⅰ音楽研究科(修士課程)授業科目・単位表の
改訂、及び別表第Ⅲ修士課程の各専攻の目的の新設)
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ู⾲➨Ϩ 音楽◊✲⛉(ಟኈㄢ⛬) ᤵᴗ⛉┠࣭༢⾲

ჾ楽専攻 ჾ楽専攻

ჾ楽ࢫ࣮ࢥ(᭷㘽楽ჾ) ჾ楽ࢫ࣮ࢥ(⟶楽ჾ・ᡴ楽ჾ・ᘻ楽ჾ)

履修年次 １ ２ 随 履修年次 １ ２ 随
計 計

科 目 年 年 意 科 目 年 年 意

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８ 専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８

４ ４ ４ ４

修士論文 演習 ４ ４ 修士論文 演習 ４ ４
必 必

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２ ２ ２
修 修

修士論文基礎 ４ ４ 修士論文基礎 ４ ４
科 科

目 目

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
క 奏 法 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８

２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ

సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８ 合 奏 研 究
４ ４

Ⅰ Ⅱ
᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣆアࣀ)Ⅰ・Ⅱ ⟶楽合奏Ⅰ・Ⅱ ８

Ⅰ Ⅱ ４ ４
８ 択୍

４ ４
᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣥ࢞ࣝ࢜)Ⅰ・Ⅱ ᘻ楽合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ
ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４ 合 奏 研 究

２ ２ Ⅰ Ⅱ
８

４ ４
選 指 揮 法 ４ ４ 選 ⟶ᘻ合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４ ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ 指 揮 法 ４ ４
４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

択 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12 択 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ
㏻奏ప音研究 ４ ４ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12

２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

科 科

目 目

− 8 −
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附 則 本学則は平成24年４月１日から施行し、平成24年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第34条の規定にかかわらず、従前の例による。
（別表第Ⅱ大学院納付金の改訂）

附 則 本学則は平成25年度から施行し、平成25年度の入学者から適用する。

附 則 本学則は平成26年４月１日から施行し、平成26年度の入学者から適用する。

附 則 本学則は平成27年４月１日から施行する。（課程修了の認定、懲戒、裁定、研究科委員会の

目的、組織、研究科委員会の招集､議長、研究科委員会の審議事項等、研究科委員会の成立
に係る改訂）

附 則 本学則は平成29年４月１日から施行し、平成29年度の入学者から適用する。
なお、ヴィルトゥオーゾコースの名称は現に在学する学生にも適用する。(学年及び学期、
コースの名称の変更(ヴィルトゥオーソコースからヴィルトゥオーゾコース)、別表第Ⅰの一
部改訂)

附 則 本学則は平成30年４月１日から施行し、平成30年度の入学者から適用する。
なお、第８条、及び別表第Ⅰ音楽研究科(修士課程)授業科目・単位表における授業科目名称

の表記については、現に在学する学生にも適用する。
(学年及び学期、別表第Ⅰの一部改訂)

附 則 本学則は平成31年４月１日から施行し、平成31年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第６条第１項、第34条の規定にかかわらず、従前の例
による。(入学定員等、納付金の改訂)

附 則 本学則は令和２年４月１日から施行し、令和２年度の入学者から適用する。
なお、現に在学する学生については、第21条、第23条、第34条の規定にかかわらず、従前の
例による。ただし、別表第Ⅰ音楽研究科(博士後期課程)授業科目・単位表については現に在

学する学生についても適用する。
(連帯保証人、別表第Ⅰ音楽研究科(博士後期課程)授業科目・単位表、納付金の改訂)

附 則 本学則は令和３年４月１日から施行する。
なお、現に在学する学生については、第９条(別表第Ⅰ)、第11条の規定にかかわらず、従前
の例による。

(文言整理、授業の形態の新設、修士課程における入学前の既修得単位の認定、別表第Ⅰ音
楽研究科(修士課程)授業科目・単位表の改訂)

附 則 本学則は令和４年４月１日から施行し、令和４年度の入学生から適用する。
(規則名称の変更、研究科委員会に係る条文を別に定めたことによる条の繰り上げ、学則の
変更の新設)

附 則 本学則は令和５年４月１日から施行し、令和５年度の入学生から適用する。
(各課程の目的、修士課程の入学資格、別表第Ⅰ音楽研究科(修士課程)授業科目・単位表の
改訂、及び別表第Ⅲ修士課程の各専攻の目的の新設)
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ู⾲➨Ϩ 音楽◊✲⛉(ಟኈㄢ⛬) ᤵᴗ⛉┠࣭༢⾲

ჾ楽専攻 ჾ楽専攻

ჾ楽ࢫ࣮ࢥ(᭷㘽楽ჾ) ჾ楽ࢫ࣮ࢥ(⟶楽ჾ・ᡴ楽ჾ・ᘻ楽ჾ)

履修年次 １ ２ 随 履修年次 １ ２ 随
計 計

科 目 年 年 意 科 目 年 年 意

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８ 専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８

４ ４ ４ ４

修士論文 演習 ４ ４ 修士論文 演習 ４ ４
必 必

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２ ２ ２
修 修

修士論文基礎 ４ ４ 修士論文基礎 ４ ４
科 科

目 目

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
క 奏 法 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８

２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ

సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８ 合 奏 研 究
４ ４

Ⅰ Ⅱ
᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣆアࣀ)Ⅰ・Ⅱ ⟶楽合奏Ⅰ・Ⅱ ８

Ⅰ Ⅱ ４ ４
８ 択୍

４ ４
᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣥ࢞ࣝ࢜)Ⅰ・Ⅱ ᘻ楽合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ
ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４ 合 奏 研 究

２ ２ Ⅰ Ⅱ
８

４ ４
選 指 揮 法 ４ ４ 選 ⟶ᘻ合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４ ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ 指 揮 法 ４ ４
４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

択 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12 択 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ
㏻奏ప音研究 ４ ４ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12

２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

科 科

目 目

− 9 −
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ჾ楽専攻 ჾ楽専攻

(᭷㘽楽ჾ)ࢫ࣮ࢥࢰ࣮࢜ࢺࣦࣝ (楽ჾ㺃ᡴ楽ჾ㺃ᘻ楽ჾ⟶)ࢫ࣮ࢥࢰ࣮࢜ࢺࣦࣝ

履修年次 １ ２ 随 履修年次 １ ２ 随
計 計

科 目 年 年 意 科 目 年 年 意

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
専攻研究 実技(ࣦࣝ)Ⅰ・Ⅱ 12 専攻研究 実技(ࣦࣝ)Ⅰ・Ⅱ 12

㸴 㸴 㸴 㸴
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２

必 必
修士論文基礎 ４ ４ 修士論文基礎 ４ ４

修 修

科 科

目 目

Ⅰ Ⅱ
క 奏 法 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ 合 奏 研 究

２ ２
Ⅰ Ⅱ

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣆアࣀ)Ⅰ・Ⅱ ⟶楽合奏Ⅰ・Ⅱ ８
Ⅰ Ⅱ ４ ４

８ 択୍
４ ４

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣥ࢞ࣝ࢜)Ⅰ・Ⅱ ᘻ楽合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ
ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４ 合 奏 研 究

２ ２ Ⅰ Ⅱ
８

４ ４
指 揮 法 ４ ４ ⟶ᘻ合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
選 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４ 選 ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ 指 揮 法 ４ ４
４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

択 楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ 択 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ
㏻奏ప音研究 ４ ４ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12

２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

科 科

目 目
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ჾ楽専攻 ኌ楽専攻

ࢫ࣮ࢥア࣮ツࣦࢸイࣞ࣎ࣛࢥࣀアࣆ ኌ楽ࢫ࣮ࢥ

履修年次 １ ２ 随 履修年次 １ ２ 随
計 計

科 目 年 年 意 科 目 年 年 意

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８ 専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８

４ ４ ４ ４

修士論文 演習 ４ ４ 修士論文 演習 ４ ４
必 必

Ⅰ Ⅱ
専攻実技演習Ⅰ・Ⅱ ４ స ရ 研 究

２ ２
修 修

Ⅰ Ⅱ
修士論文基礎 ４ ４ ドイツ⣔సရⅠ・Ⅱ ４

２ ２
科 科 択୍

イタリア⣔సရⅠ・Ⅱ
目 目

修士論文基礎 ４ ４

Ⅰ Ⅱ
సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８ 㔜 ၐ 研 究

４ ４
Ⅰ Ⅱ

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣆアࣀ)Ⅰ・Ⅱ ḷ᭤㔜ၐⅠ・Ⅱ ４
Ⅰ Ⅱ ２ ２

８ 択୍
４ ４

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣥ࢞ࣝ࢜)Ⅰ・Ⅱ ḷ㔜ၐⅠ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
奏技⾡Ⅰ・Ⅱ⊃ࣀアࣆ ４ Ⅰ・Ⅱࣛ࣌࢜ ４

２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４ Ⓨ 音 法 研 究 ２ࣧᅜ語 ４
２ ２

選 指 揮 法 ４ ４ 選 Ⓨ音法研究(ド イ ツ 語) ２

Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４ Ⓨ音法研究(イタリア語) ２

２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ Ⓨ音法研究(ࢫࣥࣛࣇ語) ２
４ ４
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ ḷ ᭤ 史 ２ ２
２ ２
Ⅰ Ⅱ

択 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12 択 ḷ  史 ２ ２
２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ ᐊෆ合ၐⅠ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２

㏻奏ప音研究 ４ ４ 指 揮 法 ４ ４

Ⅰ Ⅱ
Ⓨ 音 法 研 究 ２ࣧᅜ語 ４ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ

科 Ⓨ音法研究(ド イ ツ 語) ２ 科 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(イタリア語) ２ 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(ࢫࣥࣛࣇ語) ２ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

目 目

− 10 −
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ჾ楽専攻 ჾ楽専攻

(᭷㘽楽ჾ)ࢫ࣮ࢥࢰ࣮࢜ࢺࣦࣝ (楽ჾ㺃ᡴ楽ჾ㺃ᘻ楽ჾ⟶)ࢫ࣮ࢥࢰ࣮࢜ࢺࣦࣝ

履修年次 １ ２ 随 履修年次 １ ２ 随
計 計

科 目 年 年 意 科 目 年 年 意

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
専攻研究 実技(ࣦࣝ)Ⅰ・Ⅱ 12 専攻研究 実技(ࣦࣝ)Ⅰ・Ⅱ 12

㸴 㸴 㸴 㸴
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２

必 必
修士論文基礎 ４ ４ 修士論文基礎 ４ ４

修 修

科 科

目 目

Ⅰ Ⅱ
క 奏 法 研 究Ⅰ・Ⅱ ４ 合 奏 研 究

２ ２
Ⅰ Ⅱ

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣆアࣀ)Ⅰ・Ⅱ ⟶楽合奏Ⅰ・Ⅱ ８
Ⅰ Ⅱ ４ ４

８ 択୍
４ ４

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣥ࢞ࣝ࢜)Ⅰ・Ⅱ ᘻ楽合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ
ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４ 合 奏 研 究

２ ２ Ⅰ Ⅱ
８

４ ４
指 揮 法 ４ ４ ⟶ᘻ合奏Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
選 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４ 選 ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ 指 揮 法 ４ ４
４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

択 楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ 択 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ
㏻奏ప音研究 ４ ４ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12

２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

科 科

目 目
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ჾ楽専攻 ኌ楽専攻

ࢫ࣮ࢥア࣮ツࣦࢸイࣞ࣎ࣛࢥࣀアࣆ ኌ楽ࢫ࣮ࢥ

履修年次 １ ２ 随 履修年次 １ ２ 随
計 計

科 目 年 年 意 科 目 年 年 意

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８ 専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８

４ ４ ４ ４

修士論文 演習 ４ ４ 修士論文 演習 ４ ４
必 必

Ⅰ Ⅱ
専攻実技演習Ⅰ・Ⅱ ４ స ရ 研 究

２ ２
修 修

Ⅰ Ⅱ
修士論文基礎 ４ ４ ドイツ⣔సရⅠ・Ⅱ ４

２ ２
科 科 択୍

イタリア⣔సရⅠ・Ⅱ
目 目

修士論文基礎 ４ ４

Ⅰ Ⅱ
సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８ 㔜 ၐ 研 究

４ ４
Ⅰ Ⅱ

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣆアࣀ)Ⅰ・Ⅱ ḷ᭤㔜ၐⅠ・Ⅱ ４
Ⅰ Ⅱ ２ ２

８ 択୍
４ ４

᭷㘽楽ჾ音楽史(ࣥ࢞ࣝ࢜)Ⅰ・Ⅱ ḷ㔜ၐⅠ・Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
奏技⾡Ⅰ・Ⅱ⊃ࣀアࣆ ４ Ⅰ・Ⅱࣛ࣌࢜ ４

２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

ᐊ ෆ 楽 奏 法Ⅰ・Ⅱ ４ Ⓨ 音 法 研 究 ２ࣧᅜ語 ４
２ ２

選 指 揮 法 ４ ４ 選 Ⓨ音法研究(ド イ ツ 語) ２

Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４ Ⓨ音法研究(イタリア語) ２

２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ Ⓨ音法研究(ࢫࣥࣛࣇ語) ２
４ ４
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ ḷ ᭤ 史 ２ ２
２ ２
Ⅰ Ⅱ

択 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12 択 ḷ  史 ２ ２
２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ ᐊෆ合ၐⅠ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２

㏻奏ప音研究 ４ ４ 指 揮 法 ４ ４

Ⅰ Ⅱ
Ⓨ 音 法 研 究 ２ࣧᅜ語 ４ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ

科 Ⓨ音法研究(ド イ ツ 語) ２ 科 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(イタリア語) ２ 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(ࢫࣥࣛࣇ語) ２ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

目 目

− 11 −
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ኌ楽専攻 స᭤専攻

(ኌ楽)ࢫ࣮ࢥࢰ࣮࢜ࢺࣦࣝ

履修年 １ ２ 随 履修年 １ ２ 随
次 次

計 計
年 年 意 年 年 意

科 目 科 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

専攻研究 実技(ࣦࣝ)Ⅰ・Ⅱ 12 専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８
㸴 㸴 ４ ４

స ရ 研 究 修士論文 演習 ４ ４
必 必

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
ドイツ⣔సရⅠ・Ⅱ ４ స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ８

２ ２ ４ ４
修 択୍ 修

イタリア⣔సရⅠ・Ⅱ 修士論文基礎 ４ ４
科 科

修士論文基礎 ４ ４
目 目

Ⅰ Ⅱ
㔜 ၐ 研 究 సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８

４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

ḷ᭤㔜ၐⅠ・Ⅱ ４ స᭤技法演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２

択୍
Ⅰ Ⅱ

ḷ㔜ၐⅠ・Ⅱ 副 専 攻 実 技Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２

Ⅰ Ⅱ
Ⅰ・Ⅱࣛ࣌࢜ ４ 指 揮 法 ４ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ 音 法 研 究 ２ࣧᅜ語 ４ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２
Ⅰ Ⅱ

選 Ⓨ音法研究(ド イ ツ 語) ２ 選 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(イタリア語) ２ 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(ࢫࣥࣛࣇ語) ２ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２
Ⅰ Ⅱ

ḷ ᭤ 史 ２ ２ 楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

択 ḷ  史 ２ ２ 択

Ⅰ Ⅱ
ᐊෆ合ၐⅠ・Ⅱ ４

２ ２

指 揮 法 ４ ４

Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ

科 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ 科
４ ４
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

目 目
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音楽学専攻 音楽教育専攻

履修年次 １ ２ 随 履修年 １ ２ 随
次

計 計
科 目 年 年 意 年 年 意

科 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

専 攻 研 究Ⅰ・Ⅱ ８ 専 攻 研 究Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

総 合 演 習Ⅰ・Ⅱ ８ 総 合 演 習Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４ ４ ４

必 必
修士論文基礎 ４ ４ 修士論文基礎 ４ ４

修 修

科 科

目 目

Ⅰ Ⅱ
音 楽 学 研 究 16 (講義)Ⅰ・Ⅱ

４ ４
音 楽 教 育 研 究 16

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
(講義)Ⅰ・Ⅱ (演習)Ⅰ・Ⅱ

４ ４ ４ ４
西 洋

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
(演習)Ⅰ・Ⅱ (講義)Ⅰ・Ⅱ

４ ４ ４ ４
音楽教育文献研究 16

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
(講義)Ⅰ・Ⅱ (演習)Ⅰ・Ⅱ

４ ４ ４ ４
東 洋

Ⅰ Ⅱ
(演習)Ⅰ・Ⅱ 特 別 講 義 ４ ４

４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

選 (講義)Ⅰ・Ⅱ 選 副 専 攻 実 技Ⅰ・Ⅱ ４
４ ４ ２ ２

日 本
Ⅰ Ⅱ

(演習)Ⅰ・Ⅱ 指 揮 法 ４ ４
４ ４

Ⅰ Ⅱ
演 奏 研 究 12 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

西洋古楽実習Ⅰ・Ⅱ 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

択 雅 楽 実 習Ⅰ・Ⅱ 択 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

箏 実 習Ⅰ・Ⅱ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ
特 別 講 義 ４ ４ 楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ

２ ２
Ⅰ Ⅱ

副 専 攻 実 技Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２

科 指 揮 法 ４ ４ 科

Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２

目 目
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ኌ楽専攻 స᭤専攻

(ኌ楽)ࢫ࣮ࢥࢰ࣮࢜ࢺࣦࣝ

履修年 １ ２ 随 履修年 １ ２ 随
次 次

計 計
年 年 意 年 年 意

科 目 科 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

専攻研究 実技(ࣦࣝ)Ⅰ・Ⅱ 12 専攻研究 実技Ⅰ・Ⅱ ８
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స ရ 研 究 修士論文 演習 ４ ４
必 必

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
ドイツ⣔సရⅠ・Ⅱ ４ స ရ 研 究Ⅰ・Ⅱ ８

２ ２ ４ ４
修 択୍ 修

イタリア⣔సရⅠ・Ⅱ 修士論文基礎 ４ ４
科 科

修士論文基礎 ４ ４
目 目
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㔜 ၐ 研 究 సရศᯒ演習Ⅰ・Ⅱ ８

４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

ḷ᭤㔜ၐⅠ・Ⅱ ４ స᭤技法演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２ ２ ２

択୍
Ⅰ Ⅱ

ḷ㔜ၐⅠ・Ⅱ 副 専 攻 実 技Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２

Ⅰ Ⅱ
Ⅰ・Ⅱࣛ࣌࢜ ４ 指 揮 法 ４ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ 音 法 研 究 ２ࣧᅜ語 ４ 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２
Ⅰ Ⅱ

選 Ⓨ音法研究(ド イ ツ 語) ２ 選 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(イタリア語) ２ 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

Ⓨ音法研究(ࢫࣥࣛࣇ語) ２ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２
Ⅰ Ⅱ

ḷ ᭤ 史 ２ ２ 楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

択 ḷ  史 ２ ２ 択

Ⅰ Ⅱ
ᐊෆ合ၐⅠ・Ⅱ ４

２ ２

指 揮 法 ４ ４

Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ

科 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８ 科
４ ４
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２

目 目
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音楽学専攻 音楽教育専攻

履修年次 １ ２ 随 履修年 １ ２ 随
次

計 計
科 目 年 年 意 年 年 意

科 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

専 攻 研 究Ⅰ・Ⅱ ８ 専 攻 研 究Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

総 合 演 習Ⅰ・Ⅱ ８ 総 合 演 習Ⅰ・Ⅱ ８
４ ４ ４ ４

必 必
修士論文基礎 ４ ４ 修士論文基礎 ４ ４

修 修

科 科

目 目

Ⅰ Ⅱ
音 楽 学 研 究 16 (講義)Ⅰ・Ⅱ

４ ４
音 楽 教 育 研 究 16

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
(講義)Ⅰ・Ⅱ (演習)Ⅰ・Ⅱ

４ ４ ４ ４
西 洋

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
(演習)Ⅰ・Ⅱ (講義)Ⅰ・Ⅱ

４ ４ ４ ４
音楽教育文献研究 16

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
(講義)Ⅰ・Ⅱ (演習)Ⅰ・Ⅱ

４ ４ ４ ４
東 洋

Ⅰ Ⅱ
(演習)Ⅰ・Ⅱ 特 別 講 義 ４ ４

４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

選 (講義)Ⅰ・Ⅱ 選 副 専 攻 実 技Ⅰ・Ⅱ ４
４ ４ ２ ２

日 本
Ⅰ Ⅱ

(演習)Ⅰ・Ⅱ 指 揮 法 ４ ４
４ ４

Ⅰ Ⅱ
演 奏 研 究 12 音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

西洋古楽実習Ⅰ・Ⅱ 音楽史特殊研究Ⅰ・Ⅱ ８
２ ２ ４ ４
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

択 雅 楽 実 習Ⅰ・Ⅱ 択 楽書講読(英 語)Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

箏 実 習Ⅰ・Ⅱ 楽書講読(ド イ ツ語)Ⅰ・Ⅱ 12
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ
特 別 講 義 ４ ４ 楽書講読(イタリア語)Ⅰ・Ⅱ

２ ２
Ⅰ Ⅱ

副 専 攻 実 技Ⅰ・Ⅱ ４
２ ２

科 指 揮 法 ４ ４ 科

Ⅰ Ⅱ
音楽理論演習Ⅰ・Ⅱ ４

２ ２

目 目
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音楽◊✲⛉(༤ኈᚋᮇㄢ⛬) ᤵᴗ⛉┠࣭༢⾲

音 楽 専 攻

༢  ᩘ 修せ௳
履 修 ༊ ศ ᤵ ᴗ 科 目 研究㡿ᇦ༊ศ

１年次 ２年次 㸱年次 ༢  ᩘ

研究㡿ᇦඹ 研究㡿ᇦ研究指ᑟ (༢ࡣ࠸࡞ࡋ) 㡿ᇦ

㏻必修科目 研究㡿ᇦ論文演習 ２ 㡿ᇦ ２

演奏法特別研究Ⅰ ２ ჾ楽・ኌ楽

研究㡿ᇦ別 సရ研究 ２ స᭤
２

必 修 科 目 音楽学総合研究 ２ 音楽学

音楽教育総合研究 ２ 音楽教育

演奏法特別研究Ⅱ ２

指揮法実技研究 ２

特殊講義ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ ２

音楽理論特殊講義 ２

ྛ研究㡿ᇦ研究指西洋音楽史特殊講義 ２

ᑟ教ဨࡢ指ᑟཷࢆ日本・Ẹ᪘音楽特殊講義 ２
研究㡿ᇦඹ

㸱ᅾ学୰ࠊ࡚ࡅ 㸴音楽⨾学特殊講義 ２
㏻選択科目

科目(㸴༢)௨ୖ文献演習Ⅰ ２

文献演習Ⅱࠋࡿࡍ履修ࡋ選択ࢆ ２

文献演習Ϫ ２

Ⓨ音法特別研究Ⅰ ２

Ⓨ音法特別研究Ⅱ ２

Ⓨ音法特別研究Ϫ ２

- 15 -

別表第Ⅱ 大 学 院 納 付 金（第30条関係）

器楽・声楽・作曲・音楽学・音楽教育の各専攻 42,000円

器楽・声楽専攻：ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽ 47,000円

入学検定料
音楽研究科(修士課程) 器楽専攻：ﾋﾟｱﾉｺﾗﾎﾞﾚｲﾃｨｳﾞｱｰﾂｺｰｽ 42,000円

併願
ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽとの併願 47,000円

ﾋﾟｱﾉｺﾗﾎﾞﾚｲﾃｨｳﾞｱｰﾂｺｰｽとの併願 42,000円

音楽研究科(博士後期課程) 42,000円

種 別 納 付 金 額

音 楽 研 究 科 入 学 金(入学時のみ) 350,000円(本学音楽学部出身者は150,000円)

( 修 士 課 程 ) 施 設 費(年額) 220,000円

学 生 納 付 金
授 業 料(年額)

ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽ以外 1,220,000円

ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽ 1,270,000円

音 楽 研 究 科
種 別 納 付 金 額

(博士後期課程)
入 学 金(入学時のみ) 250,000円(本学大学院修士課程出身者は50,000円)

学 生 納 付 金
施 設 費(年額) 220,000円

授 業 料(年額) 1,200,000円

− 14 −
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音楽◊✲⛉(༤ኈᚋᮇㄢ⛬) ᤵᴗ⛉┠࣭༢⾲

音 楽 専 攻

༢  ᩘ 修せ௳
履 修 ༊ ศ ᤵ ᴗ 科 目 研究㡿ᇦ༊ศ

１年次 ２年次 㸱年次 ༢  ᩘ
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指揮法実技研究 ２

特殊講義ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ ２

音楽理論特殊講義 ２

ྛ研究㡿ᇦ研究指西洋音楽史特殊講義 ２

ᑟ教ဨࡢ指ᑟཷࢆ日本・Ẹ᪘音楽特殊講義 ２
研究㡿ᇦඹ

㸱ᅾ学୰ࠊ࡚ࡅ 㸴音楽⨾学特殊講義 ２
㏻選択科目

科目(㸴༢)௨ୖ文献演習Ⅰ ２

文献演習Ⅱࠋࡿࡍ履修ࡋ選択ࢆ ２

文献演習Ϫ ２

Ⓨ音法特別研究Ⅰ ２

Ⓨ音法特別研究Ⅱ ２

Ⓨ音法特別研究Ϫ ２
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別表第Ⅱ 大 学 院 納 付 金（第30条関係）

器楽・声楽・作曲・音楽学・音楽教育の各専攻 42,000円

器楽・声楽専攻：ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽ 47,000円

入学検定料
音楽研究科(修士課程) 器楽専攻：ﾋﾟｱﾉｺﾗﾎﾞﾚｲﾃｨｳﾞｱｰﾂｺｰｽ 42,000円

併願
ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽとの併願 47,000円

ﾋﾟｱﾉｺﾗﾎﾞﾚｲﾃｨｳﾞｱｰﾂｺｰｽとの併願 42,000円

音楽研究科(博士後期課程) 42,000円

種 別 納 付 金 額

音 楽 研 究 科 入 学 金(入学時のみ) 350,000円(本学音楽学部出身者は150,000円)

( 修 士 課 程 ) 施 設 費(年額) 220,000円

学 生 納 付 金
授 業 料(年額)

ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽ以外 1,220,000円

ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞｺｰｽ 1,270,000円

音 楽 研 究 科
種 別 納 付 金 額

(博士後期課程)
入 学 金(入学時のみ) 250,000円(本学大学院修士課程出身者は50,000円)

学 生 納 付 金
施 設 費(年額) 220,000円

授 業 料(年額) 1,200,000円
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別表第Ⅲ 修士課程の各専攻の目的（第4条第3項関係）

器楽専攻 器楽専攻では、各専攻楽器の演奏技術をさらに練磨し、より深い表現の可能性の

探究を通して、演奏家、指導者として、文化芸術の発展に貢献できる人材の育成

を目的とする。

器楽コースでは、奏法・楽曲分析・音楽史・文化史等に関するさまざまな研究を

行い、毎年度、公開の演奏試験を受けるとともに、自ら設定した研究テーマに沿

って修士論文を作成する。これらを通して専門的かつグローバルな視野を持つ演

奏家や指導者として高い完成を目指すことを目的とする。

ヴィルトゥオーゾコースでは、修士論文の作成に代わり、毎年度、リサイタル形

式の演奏試験を受験する。長時間の専攻実技レッスンに加え、複数の教員による

多角的な指導を通して、演奏家としてより高い完成を目指すことを目的とする。

ピアノコラボレイティヴアーツコースでは、アンサンブルを行うピアニストとし

ての専門的知識・技術を多角的な視野から研究し、毎年度、公開の演奏試験を受

けるとともに、自ら設定した研究テーマに沿って修士論文を作成する。担当教員

全員と学生による専攻実技演習や公開コンサートでの成果発表を通して、コラボ

レイティヴピアニストとしてより高い完成を目指すことを目的とする。

声楽専攻 声楽専攻では、高度な演奏技術の確立と、歌曲・オペラ演習での幅広い表現法の

探究を通して、声楽家、指導者として文化芸術の発展に貢献できる人材の育成を

目的とする。

声楽コースでは、作品研究・発音法研究等でより深い知識を追求し、毎年度、公

開の演奏試験を受けるとともに、自ら設定した研究テーマに沿って修士論文を作

成する。これらを通して専門的かつグローバルな視野を持つ声楽家や指導者とし

て高い完成を目指すことを目的とする。

ヴィルトゥオーゾコースでは、修士論文の作成に代わり、毎年度、リサイタル形

式の演奏試験を受験する。長時間の専攻実技レッスンに加え、複数の教員による

多角的な指導を通して、声楽家としてより高い完成を目指すことを目的とする。

作曲専攻 作曲専攻では、本専攻独自のカリキュラムである作品分析、作曲技法演習等の講

座で高度な音楽理論の技術を研究する。また、作曲法のレッスンを通して多種多

様な曲種の作品を、自らの個性を十分理解して書き上げ、公開演奏会等で発表を

行い、その創作能力の向上を図る。修了作品の提出（作品試験）とともに自ら設

定した研究テーマに沿って修士論文を作成し、これらを通して専門的かつグロー

バルな視野を持つ作曲家として、文化芸術の発展に貢献できる人材の育成を目的

とする。

音楽学専攻 音楽学専攻では、時代、地域、民族等により異なる多様な音楽をより深く調査・

研究するために、講義と演習により、音楽史、音楽美学、音楽理論、民族音楽学、

音楽人類学等について、さらに高度な専門的知識や技能を修得する。また、副専

攻実技や音楽理論演習を通して演奏実践や音楽理論に関する理解の向上を図る。

専攻研究において自ら設定した研究テーマに沿って修士論文を作成し、その研究

成果を学会や演奏会企画等で積極的に社会に発信し、文化芸術の発展に貢献でき

る人材の育成を目的とする。

音楽教育専攻 音楽教育専攻では、音楽教育研究・音楽教育文献研究・特別講義等の歴史的・教

育学的研究を通して、音楽が人間形成や文化の発展に寄与する役割を深く認識し、

その実現を目指す実践的な能力の向上を図る。また、専攻研究では自ら設定した

テーマに沿って修士論文を作成し、総合演習では討議や発表により、テーマを深

く考察する能力を養う。これらを通して音楽教育に関する高度な専門的知識と実

践的能力を修得し、教育家、研究者として、指導的立場で文化芸術の発展に貢献

できる人材の育成を目的とする。
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